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資料１－２ 府中市防災会議条例  

 

 

府中市防災会議条例 

（昭和 38 年 7 月 1 日条例第 15 号） 

（目的） 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第  223 号）第 16 条第 6 項の規定

に基づき府中市防災会議（以下「防災会議」という｡)の所掌事務及び組織を定めること

を目的とする。  

（所掌事務）  

第 2 条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。  

⑴ 府中市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。  

⑵ 府中市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集する

こと。 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事

務。 

（会長及び委員）  

第 3 条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。  

2 会長は、市長をもって充てる。  

3 会長は、会務を総理する。  

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

⑴ 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者  

⑵ 東京都の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者  

⑶ 警視庁の警察官のうちから市長が任命する者  

⑷ 市長がその部内の職員のうちから指名する者  

⑸ 府中市の教育委員会の教育長  

⑹ 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が任命する者及び消防団長  

⑺ 指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員のうちから市長が任命する

者 

⑻ 前号に準ずるもので市長が任命する者  

6 前項の委員の総数は、30 人以内とする。  

7 第 5 項第 7 号の委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者

の残任期間とする。  

8 前項の委員は、再任されることができる。  
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（専門委員）  

第 4 条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。  

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、府中市の職員、関係指定公共機

関、関係指定地方公共機関の役員または職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任

命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。  

（部会） 

第 5 条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。  

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。  

4 部会長は、部会の事務を掌理する。  

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する

者がその職務を代理する。  

（議事等） 

第 6 条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災

会議に諮つて定める。  

 

   付 則 

この条例は、昭和 38 年 7 月 1 日から施行する。  

   付 則（昭和 39 年 10 月 10 日条例第 35 号） 

この条例は、公布の日から施行する。  

  付 則（平成 12 年 3 月 10 日条例第 4 号） 

この条例は、平成 12 年 4 月１日から施行する。  

付 則(平成 24 年 9 月 27 日条例第 14 号) 

この条例は、公布の日から施行する。  



資－22 

資料１－３ 府中市防災会議運営規程 

 

 

府中市防災会議運営規程 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、東京都府中市防災会議条例（昭和 38 年 7 月府中市条例第

15 号）第 6 条の規程に基づき、東京都府中市防災会議（以下「会議」という｡)

の議事その他の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（招集） 

第 2 条 会議は、必要に応じ会長が招集する。 

2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付し

て、会長に会議の招集を求めることができる。  

3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、関係の委員に通

知しなければならない。 

4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させ

ることができる。  

（議事手続）  

第 3 条 会議の議事は会長が主宰する。  

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。  

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見をきくこ

とができる。  

（会議の記録）  

第 4 条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。  

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。  

⑴ 会議の日時及び場所 

⑵ 出席した委員の職名及び氏名  

⑶ 議題及び概要並びに議決事項  

⑷ その他必要と認める事項  

（委員） 

第 5条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。  

2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならな

い。 

（専門委員）  

第 6 条 専門委員は、調査の結果を報告することができる。  
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（部会） 

第 7 条 部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。  

 

   付 則 

この規程は、昭和 38 年 7 月 29 日から実施する。  
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資料１－４ 府中市防災会議地震部会運営要綱 

 

 

東京都府中市防災会議地震部会運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都府中市防災会議条例第５条の規定に基づき、地震部会の運営

について必要な事項を定めることを目的とする。  

（招集） 

第２条 部会は、必要に応じ部会長が招集する。  

２ 委員および専門委員は、必要があると認めるときは、部会長に部会の招集を求めるこ

とができる。  

３ 部会を招集するときは、日時、場所および議題を定め、あらかじめ関係者に通知しな

ければならない。  

（議事） 

第３条 部会の議事は、部会長が掌理する。  

２ 部会長は、必要があると認めるときは、防災会議の委員またはその他の関係者の出席

を求めることができる。 

（部会の記録）  

第４条 部会長は、部会の記録を作成しておかなければならない。  

（防災会議への報告）  

第５条 部会長は、部会の経過または結果を、防災会議に報告しなければならない。  

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が定める。  

 

   付 則 

この要綱は、昭和４７年１月 ４日から施行する。  
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資料１－５ 府中市職員緊急参集システム運用要領 

 

 

府中市職員緊急参集システム運用要領 

 

（目  的）  

第１条 この要領は、地震等の大規模災害発生時において、市の防災態勢を早期に構築し、

被害の拡大防止を図り、市民の生命・身体・財産等の保全を確保するため、職員間の情

報伝達をより確実にすることを目的とする。  

（適用範囲）  

第２条 この要領における適用の範囲は、次のとおりとする。  

⑴ 地震災害、風水害等の自然災害発生時（発生のおそれがある場合を含む）  

⑵ 大雨・洪水等の気象庁が発する気象に関する警報が発令された場合  

⑶ 大規模事故発生時  

⑷ 武力攻撃・緊急対処事態  

⑸ 防災訓練等の訓練実施時  

⑹ その他防災危機管理課長が必要と認める場合  

（対象職員）  

第３条 緊急参集の対象となる職員は、参集システムの登録職員及びその他防災危機

管理課長が必要と認める関係課職員とする。  

（管理権限）  

第４条 参集システムの管理権限者は防災危機管理課長とする。また、前第３条に示

す関係課職員の管理権限者は各所属長とする。  

（配信内容）  

第５条 配信内容は次のとおりとする。  

⑴ 職員及び家族の安否に関する事項  

⑵ 職員の参集の可否に関する事項  

⑶ 各所属職員の参集状況に関する事項  

⑷ 災害対策本部が発する指示、連絡に関する事項  

⑸ その他管理権限者が必要と認める事項  

（返  信） 

第６条 前条の内容について、配信を受けた職員は、災害の状況により返信が出来ない場

合を除き、遅滞なく返信しなければならない。  

（登録及び更新）  

第７条 職員の登録等に関する事務は防災危機管理課が行うものとする。  

また、登録は毎年 4 月１日の人事異動に併せて更新するものとする。  
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（情報管理）  

第８条 職員の氏名及び各個人に当てる個人ＩＤは、防災危機管理課において漏洩が

ないよう管理する。  

（訓  練）  

第９条 システムの熟知を図り、運用を円滑かつ確実なものとするため、防災訓練等

の機会を捉え、メール送受信訓練を行うものとする。  

 

   付  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ １ 年 １ 月 ７ 日 か ら 適 用 す る 。  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
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資料１－６ 府中市災害対策本部条例 

 

 

府中市災害対策本部条例 

昭和38年7月1日 

条例第16号 

改正 平成24年9月27日条例第14号 

(目的) 

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基

づき、府中市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを

目的とする。  

(平24条例14・一部改正) 

(本部の組織) 

第2条 本部に本部長室及び部を置く。  

2 部に部長を置く。  

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、府中市規則で定める。  

(職務) 

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員

を指揮監督する。  

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。  

4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。  

5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。  

(雑則) 

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか本部に関し必要な事項は、府中市規則で定

める。 

 

付 則 

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。  

付 則(平成24年9月27日条例第14号) 

この条例は、公布の日から施行する。  
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資料１－７ 府中市災害対策本部条例施行規則 

 

 

府中市災害対策本部条例施行規則 

昭和58年12月３日 

規則第54号 

 改正 昭和63年12月14日規則第34号 平成２年４月19日規則第14号 

 平成４年５月２日規則第16号 平成５年４月27日規則第12号 

 平成６年４月１日規則第11号 平成７年６月14日規則第14号 

 平成８年４月１日規則第10号 平成10年３月31日規則第20号 

 平成11年６月７日規則第20号 平成13年５月15日規則第25号 

 平成14年３月28日規則第10号 平成15年３月27日規則第11号 

 平成17年３月31日規則第13号 平成18年３月７日規則第11号 

 平成19年３月27日規則第14号 平成19年３月27日規則第29号 

 平成20年３月25日規則第11号 平成21年３月25日規則第10号 

 平成21年３月26日規則第11号 平成24年３月30日規則第16号 

 平成25年３月29日規則第18号 平成27年４月28日規則第40号 

 平成29年３月27日規則第19号 平成29年３月31日規則第32号 

 平成31年３月27日規則第10号 令和２年３月27日規則第21号 

 令和５年３月31日規則第30号 令和５年３月31日規則第36号 

 

府中市災害対策本部条例施行規則(昭和38年７月府中市規則第15号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第１条 この規則は、府中市災害対策本部条例(昭和38年７月府中市条例第16号。以下「条

例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(本部長室の所掌事務) 

第２条 本部長室は、次の各号に掲げる事項について府中市災害対策本部(以下「本部」と

いう。)の基本方針を審議策定する。 

(1) 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。 

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

(3) 避難の勧告又は指示に関すること。 

(4) 東京都、関係防災機関等に対する応援の要請に関すること。 

(5) 隣接市との相互応援に関すること。 
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(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用要請及び自衛隊の派遣要請に関すること。 

(7) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 

(本部長室の組織) 

第３条 本部長室は、次の者をもつて組織する。 

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。) 

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。) 

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。) 

(副本部長) 

第４条 副本部長は、副市長及び教育長をもつて充てる。 

２ 条例第３条第２項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長で

ある副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副市長であ

る副本部長が本部長の職務を代理する順序は、府中市長の職務を代理する副市長の順序

を定める規則(平成29年３月府中市規則第18号)の定めるところによる。 

(平13規則25・平19規則14・平25規則18・平29規則32・一部改正) 

(本部員) 

第５条 本部員は、次の職にある者をもつて充てる。 

政策経営部長、政策経営部行政改革担当参事、総務管理部長、総務管理部人事・法制担

当参事、総務管理部危機管理監、市民協働推進部長、市民部長、生活環境部長、文化ス

ポーツ部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、都市整備部長、ボートレース企業局長、

会計管理者、教育部長、選挙管理委員会事務局長、議会事務局長及び東京消防庁府中消

防署長又はその指定する消防吏員 

２ 本部員のうち総務管理部危機管理監の職にある者は、第２条各号に掲げる事項のうち

緊急を要するものその他本部長が特に必要と認めるものに関する総合調整を行う。 

３ 第１項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、府中市の職員のう

ちから本部員を指名することができる。 

(昭63規則34・平２規則14・平５規則12・平６規則11・平10規則20・平11規則20・

平13規則25・平14規則10・平17規則13・平18規則11・平19規則14・平20規則11・

平24規則16・平27規則40・平29規則19・令２規則21・令５規則30・令５規則36・

一部改正) 

(部長) 

第６条 部長は、当該部に対応する通常の行政組織における機関の長をもつて充てる。 
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(平24規則16・追加) 

(部) 

第７条 部の名称及び編成並びに分掌事務は、別表に定めるとおりとする。 

２ 部に属すべき本部の職員は、当該部に対応する通常の行政組織における機関に所属す

る職員とする。 

３ 本部長室及び部並びに部相互間の連絡調整を図るため、部に本部連絡員を置く。 

４ 本部連絡員は、部の職員のうちから部長が指名する。 

５ 前４項に掲げるもののほか、部の編成に関して必要な事項は、部長が定める。 

(昭63規則34・平５規則12・平６規則11・平７規則14・平８規則10・平10規則20・

平11規則20・平13規則25・平14規則10・平17規則13・平18規則11・平19規則29・

平20規則11・一部改正、平24規則16・旧第６条繰下・一部改正) 

(職務権限) 

第８条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織

における職務権限に基づき本部の事務を処理する。 

(平24規則16・旧第７条繰下) 

(雑則) 

第９条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。 

(平24規則16・旧第８条繰下) 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(昭和63年12月14日規則第34号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成２年４月19日規則第14号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市災害対策本部条例施

行規則の規定は、平成２年４月１日から適用する。 

付 則(平成４年５月２日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市災害対策本部条例施

行規則の規定は、平成４年４月１日から適用する。 

付 則(平成５年４月27日規則第12号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市災害対策本部条例施

行規則の規定は、平成５年４月１日から適用する。 

付 則(平成６年４月１日規則第11号) 
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この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

付 則(平成７年６月14日規則第14号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市災害対策本部条例施

行規則の規定は、平成７年４月１日から適用する。 

付 則(平成８年４月１日規則第10号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成10年３月31日規則第20号) 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

付 則(平成11年６月７日規則第20号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市災害対策本部条例施

行規則の規定は、平成11年４月１日から適用する。 

付 則(平成13年５月15日規則第25号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成14年３月28日規則第10号) 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

付 則(平成15年３月27日規則第11号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

付 則(平成17年３月31日規則第13号) 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

付 則(平成18年３月７日規則第11号) 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

付 則(平成19年３月27日規則第14号) 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

付 則(平成19年３月27日規則第29号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成20年３月25日規則第11号) 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

付 則(平成21年３月25日規則第10号) 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則(平成21年３月26日規則第11号) 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 
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付 則(平成24年３月30日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条中府中市災害対策本部条例施行規

則別表地区整備推進本部の項の改正規定及び第２条中府中市国民保護対策本部及び緊急対

処事態対策本部条例施行規則別表地区整備推進本部の項の改正規定は、平成24年４月１日

から施行する。 

付 則(平成25年３月29日規則第18号) 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

付 則(平成27年４月28日規則第40号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成29年３月27日規則第19号) 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則(平成29年３月31日規則第32号) 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則(平成31年３月27日規則第10号) 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

付 則(令和２年３月27日規則第21号) 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則(令和５年３月31日規則第30号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市災害対策本部条例施

行規則及び府中市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則の規定は、令

和４年４月１日から適用する。 

付 則(令和５年３月31日規則第36号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表(第７条) 

(平20規則11・全改、平21規則10・平21規則11・平24規則16・平27規則40・平29規

則19・平31規則10・令２規則21・令５規則30・令５規則36・一部改正) 
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府中市災害対策本部業務分担表 
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資料１－８ 府中市災害対策本部運営要領 

 

 

府中市災害対策本部運営要領（震災編） 

 

 （趣旨） 

 第１条 この要領は、府中市災害対策本部条例施行規則（昭和５８年１２月府中市規則

第５４号。以下「規則」という。）第９条の規定に基づき、府中市災害対策本部（以

下「本部」という。）の運営に関する基本的事項について定めるものとする。  

 （定義） 

 第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

  ( 1 ) 災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害

のうち、地震により生ずる被害で災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）

第１条に定める程度のものをいう。  

  ( 2 ) 本部連絡員 災害対策本部条例施行規則（昭和５３年規則第５４号）第７条２号

及び３号に定めるもので、第１３条にて定める活動を行う者をいう。  

  ( 3 ) 本部応援員 市において、災害対策本部の運営を円滑かつ迅速に遂行するため、

必要に応じて指名し本部または現地対策本部に召集して、第１５条に定める活動を

行う者をいう。  

  ( 4 ) 初動班 市において、震度５弱以上の地震の発生を感知又は知ったとき、速やか

に指定された避難所に参集し、所定の活動を行う者をいう。活動内容は、別途要領

にて定める。  

 （本部の設置等）  

 第３条 府中市災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、市の地域において災害

が発生し、または災害が発生するおそれがある場合において、第７条に定める非常配

備態勢を発令する必要があると認めたときは、本部を設置する。  

 ２ 規則第５条の規程により本部員の職に充てられている者（以下「本部員」という。）

は、本部を設置する必要があると認めたときは、総務管理部危機管理監に本部の設置

を要請することができる。  

 ３ 総務管理部危機管理監は、前項の規定による要請があった場合又はその他の状況に

より本部を設置する必要があると認めたときは、副本部長と協議の上、本部の設置を

本部長に要請しなければならない。  

 ４ 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部に本部員以外の者の出席を許可す

ることができる。  

 ５ 本部は中央防災センターに設置する。損壊等により、中央防災センターに本部の設
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置が困難な場合は、矢崎町防災公園会議室又は水防・防災ステーションを一時的な本

部設置場所とする。  

 ６ 本部長は、災害応急対策のために必要と認める場合は、現地対策本部を設置できる。  

 （本部の設置の通知等）  

 第４条 総務管理部危機管理監は、本部が設置されたときは、直ちに東京都知事に通知

するとともに、次に掲げる者のうち必要と認めた者に本部の設置を通知しなければな

らない。 

  ( 1 ) 警視庁府中警察署長  

  ( 2 ) 東京消防庁府中消防署長  

  ( 3 ) 府中市消防団長  

  ( 4 ) 関係防災機関の長又は代表者  

  ( 5 ) 隣接市長 

  ( 6 ) その他本部長が必要と認める関係機関の長又は代表者  

 ２ 本部員は、本部が設置されたときは所属職員に対しその旨を周知徹底させなければ

ならない。 

 ３ 政策経営部長は、本部が設置されたときは直ちにその旨を報道機関に発表しなけれ

ばならない。  

 （本部の標示の掲出） 

 第５条 本部が設置された場合は、設置場所に「府中市災害対策本部」の標示を掲出す

る。 

 （本部の廃止）  

 第６条 本部長は、市の地域について災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又

は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。  

 ２ 本部の廃止の通知等は、第４条に準じて処理する。  

 （非常配備態勢の種別）  

 第７条 本部長は、災害の発生等の状況に応じ、別表に定める非常配備態勢を発令する

ものとする。  

 （参集） 

 第８条 職員は、第１１条に基づく配備態勢に応じて参集しなければならない。なお参

集先は、次の各号に定める者を除き自己の職場を原則とする。  

  ( 1 ) 本部員、本部連絡員、本部応援員は、本部設置場所へ参集する。  

  ( 2 ) 初動班は、第三及び第四非常配備態勢の場合は、指定された避難所へ参集する。 

 （非常配備態勢の特例）  

 第９条 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、特定の部に対

して非常配備態勢を発令し、または特定の部に対して種別の異なる非常配備態勢を発

令することができる。  
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 （非常配備態勢に基づく措置）  

 第１０条 本部員は、災害対応に係る要領をあらかじめ定め、所属職員に対し周知徹底

させておかなければならない。  

 ２ 本部員は非常配備態勢の指令を受けたときは、前項の規定に基づき所属職員に対し

必要な指示をしなければならない。  

 （職員の配置）  

 第１１条 本部員は、部の分掌事務を遂行するため、各非常配備態勢において配置すべ

き職員を規則第７条第５項の規定に基づく本部の職員として指名し、各部内の課ごと

に配備態勢・参集予定確認票（第１号様式）を作成しておかなければならない。  

 ２ 本部員は、配備態勢・参集予定確認票（第１号様式）を所属職員に対し周知徹底さ

せておかなければならない。  

 ３ 本部員は、非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応ずる次の措

置をとらなければならない。  

  ( 1 ) 職員を所定の部署に配置すること。  

  ( 2 ) 府中市地域防災計画（以下「防災計画」という。）等に定める部のとるべき措置

を周知徹底させること。 

  ( 3 ) その他、高次の非常配備態勢に応ずる職員の配置のための措置を講ずること。  

 （職員の服務）  

 第１２条 すべて本部の職員は、本部が設置された場合は次の事項を遵守しなければな

らない。 

  ( 1 ) 災害に関する情報の収集及び本部の指示  

  ( 2 ) 不急の行事、会議、出張等の中止  

  ( 3 ) 正規の勤務時間外対応についての上司の指示  

 ２ すべての本部の職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え住民の誤解を招き、

または本部の活動に支障をきたすことのないよう厳に注意しなければならない。  

 （本部連絡員の職務等）  

 第１３条 本部員は、本部と部の連絡、部相互間及び部内の連絡調整を推進するため、

部所属の課長の職にある者のうちから本部連絡員を指名しなければならない。  

 ２ 本部連絡員は、本部が設置されている間交替で勤務する。  

 ３ 本部連絡員は、その勤務を交替したときは直ちに総務管理部危機管理監に報告しな

ければならない。  

 （本部連絡員の招集） 

 第１４条 総務管理部危機管理監は、部相互間の連絡調整を図るため必要があると認め

たときは、本部又は指定した場所に本部連絡員を招集することができる。  

 （本部応援員の職務等）  

第１５条 本部応援員は災害対策本部の運営を円滑かつ迅速に遂行するため、本部運営
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に必要となる情報収集、分析及び庶務を行うものとする。 

 ２ 本部応援員は、本部が設置されている間交替で勤務する。  

 ３ 本部応援員は、その勤務を交替したときは直ちに総務管理部危機管理監に報告しな

ければならない。  

 （本部応援員の指名） 

第１６条 総務管理部危機管理監は、災害対策本部の運営を円滑かつ迅速に遂行するた

め、必要と認めたときは、政策経営部長と協議の上、政策経営部に所属する者のうち

から本部応援員を指名し、災害の状況に応じて本部又は現地対策本部に本部応援員を

招集することができる。 

（報告事項）  

 第１７条 本部に報告する事項は、規則第２条に定めるもののほか、防災計画に定める

事項とする。  

 （発信事項の処理）  

 第１８条 総務管理部危機管理監は、本部長の指示のうち必要と認めた事項について、

本部長の確認を経て発信しなければならない。  

 ２ 本部連絡員は、前項の規定により伝達された発信事項を、部内の関係ある課に伝達

しなければならない。  

 ３ 政策経営部長は、発信事項のうち必要と認めたものを報道機関に発表しなければな

らない。 

 （受信事項の処理）  

 第１９条 総務管理部危機管理監は、関係機関からの受信事項を本部に報告するととも

に、本部連絡員等に連絡しなければならない。 

 ２ 本部連絡員は前項により連絡を受けた受信事項を、部内の関係各課に連絡しなけれ

ばならない。  

 （通信伝票）  

 第２０条 本部における発信事項及び受信事項の処理は、通信伝票によらなければなら

ない。 

 （災害対策の実施）  

 第２１条 本部の各機関が実施する災害対策はこの要領に定めるもののほか、防災計画

等に定めるところによる。  

 

     

 

 

付 則 

  この要領は、平成２０年４月１日から施行する。  
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    付 則 

  この要領は、平成２４年３月６日から施行し、この要領による改正後の府中市災害対

策本部運営要領の規程は、平成２３年４月１日から適用する。  

付 則 

  この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

    付 則 

  この要領は、平成３０年４月１日から施行する。  

 付 則 

  この要領は、令和元年６月１０日から施行する。  

  この要領は、令和４年８月９日から施行する。  

この要領は、令和６年２月１５日から施行する。  
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別表（第７条）  

震災編  

種別 発令基準 態勢 
職員態勢 

平日（勤務時間内） 休日夜間 

第一非常

配備態勢 

□南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表されたとき。 

□災害その他の状況により本部長が必要

と認めたとき。 

被害の発生を防ぐための措置を

強化し、必要な準備を開始する

ほか通信情報活動を主とする態

勢 

□防災危機管理課職

員 

□防災危機管理課

当番職員 

※自宅待機（出動の

準備） 

第二非常

配備態勢 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）が発表されたとき。 

□局地的災害が発生したとき。 

□その他の状況により、本部長が必要と

認めるとき。 

□第一非常配備態勢を強化する

とともに、災害の観測警戒を行

える態勢 

□災害が起きたとき直ちに対処

できる態勢 

□防災危機管理課職

員 

□関係課職員 

□防災危機管理課

当番職員 

□防災危機管理課

の管理職を含む指

定職員 

□総務管理部危機

管理監 が必要と認

める部課の職員 

第三非常

配備態勢 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表されたとき。 

□震度５弱以上の地震が発生し、市の地

域に災害が起きたとき。 

□その他の状況により、本部長が必要と

認めるとき。 

災害対策本部を設置するとと

もに、災害が起きたときに直ち

に対処できる態勢 

市の地域の災害に直ちに対処

できる態勢 

□第三非常配備態勢

要員 

□本部員 

□本部連絡員 

□本部応援員 

□初動班 

□本部長が必要と認

める部課の全職員 

（平日の態勢に準

ずる） 

第四非常

配備態勢 

□震度６弱以上の地震が発生し、市の地

域に災害が起きたとき。 

□その他の状況により、本部長が必要と

認めるとき。 

災害応急対策活動に従事するこ

とができる全職員による態勢 

□第四非常配備態勢

要員 

※全職員が対象 

（平日の態勢に準

ずる） 
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第１号様式（第１１条）  

配備態勢・参集予定確認票  

（      課）  

 配

備 

職 

位  

入庁年

度  
氏  名  

住   所  
電  話  

参集時

間  
参集手段  

遅延・  

不能事由  

特記事

項  

最寄の

避難所  市  町  丁目  

１               

２               

３               

４               

５               

６               

７               

８               

９               

１０               

１１               

１２               

 

合計欄 

職員数    人  

市内・市外居住地別人数  配 備 態 勢 別 人 数 

市内     人  市外     人  第３     人  第４     人  
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府中市災害対策本部運営要領（風水害編） 

 

 （趣旨） 

 第１条 この要領は、府中市災害対策本部条例施行規則（昭和５８年１２月府中市規則

第５４号。以下「規則」という。）第９条の規定に基づき、府中市災害対策本部（以

下「本部」という。）の運営に関する基本的事項について定めるものとする。  

 （定義） 

 第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

  ( 1 ) 災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害

のうち、暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れにより生ずる被害で、災害救助法施行令

（昭和２２年政令第２２５号）第１条に定める程度のものをいう。  

  ( 2 ) 本部連絡員 災害対策本部条例施行規則（昭和５３年規則第５４号）第７条２号

及び３号に定めるもので、第１４条にて定める活動を行う者をいう。  

  ( 3 ) 本部応援員 市において、災害対策本部設置の運営を円滑かつ迅速に遂行するた

め、必要に応じて指名し本部または現地対策本部に召集して、第１５条に定める活

動を行う者をいう。  

  ( 4 ) 初動班 別表１、２及び３に定める水防警戒配備態勢が発令された場合に速やか

に指定された避難所に参集し、所定の活動を行う者をいう。活動内容は、別途要領

にて定める。  

( 5 ) 水防非常参集職員（以下「ユニット職員」という。） 別表１、２及び３に定め

る水防警戒配備態勢が発令された場合、各所属の中であらかじめ編成されている

班により参集し、第１８条に定める活動を行う者をいう。  

（災害対策本部事前会議の開催）  

第３条 府中市災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、台風等の気象現象が市

内に大きな影響を及ぼすことが予測される、または、これに類する状況に至った場合、

規則第５条の規程により本部員の職に充てられている者（以下「本部員」という。）

を招集し災害対策本部事前会議（以下「事前会議」という。）を開催することができ

る。 

２ 事前会議で決定した内容については、災害対策本部で決定した事項に準ずるものと

する。 

 （本部の設置等）  

 第４条 本部長は、市の地域において災害が発生し、または災害が発生するおそれがあ

る場合において、第７条に定める非常配備態勢を発令する必要があると認めたときは、

本部を設置する。  

 ２ 本部員は、本部を設置する必要があると認めたときは、総務管理部危機管理監に本
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部の設置を要請することができる。  

 ３ 総務管理部危機管理監は、前項の規定による要請があった場合又はその他の状況に

より本部を設置する必要があると認めたときは、副本部長と協議の上、本部の設置を

本部長に要請しなければならない。  

 ４ 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部に本部員以外の者の出席を許可す

ることができる。  

 ５ 本部は中央防災センターに設置する。損壊等により、中央防災センターに本部の設

置が困難な場合は、市役所本庁舎又は市役所第二庁舎を一時的な本部設置場所とする。 

 ６ 本部長は、災害応急対策のために必要と認める場合は、現地対策本部を設置できる。  

  （本部の設置の通知等）  

 第５条 総務管理部危機管理監は、本部が設置されたときは、直ちに東京都知事に通知

するとともに、次に掲げる者のうち必要と認めた者に本部の設置を通知しなければな

らない。 

  ( 1 ) 国土交通省京浜河川事務所  

  ( 2 ) 警視庁府中警察署長  

  ( 3 ) 東京消防庁府中消防署長  

  ( 4 ) 府中市消防団長  

  ( 5 ) 関係防災機関の長又は代表者  

  ( 6 ) 隣接市長 

  ( 7 ) その他本部長が必要と認める関係機関の長又は代表者  

 ２ 本部員は、本部が設置されたときは所属職員に対しその旨を周知徹底させなければ

ならない。 

 ３ 政策経営部長は、本部が設置されたときは直ちにその旨を報道機関に発表しなけれ

ばならない。  

 （本部の標示の掲出） 

 第６条 本部が設置された場合は、設置場所に「府中市災害対策本部」の標示を掲出す

る。 

 （本部の廃止）  

 第７条 本部長は、市の地域について災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又

は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。  

 ２ 本部の廃止の通知等は、第４条に準じて処理する。  

 （水防非常配備態勢の種別）  

 第８条 本部長は、災害の発生等の状況に応じ、別表１、２及び３に定める配備態勢を

発令するものとする。  

 （職員の参集）  

 第９条 職員は、別表１、２及び３に定める配備態勢の発令に応じて参集しなければな
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らない。 

  ( 1 ) 本部員、本部連絡員、本部応援員は、本部設置場所へ参集する。  

  ( 2 ) 浸水想定区域外の避難所に指定されている初動班は、指定された避難所へ参集す

るものとする。  

  ( 3 ) ユニット職員は、あらかじめ指定されている場所へ参集するものとする。  

( 4 ) 上記以外の場合は、原則として自己の職場に参集するものとする。ただし、多摩

川の浸水が想定される区域内に職場がある場合は本庁舎へ参集するものとする。  

( 5 ) 浸水被害等により参集が困難な者については、その旨を自己の職場へ連絡しなけ

ればならない。  

 （水防非常配備態勢の特例）  

 第１０条 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、特定の部に

対して水防非常配備態勢を発令し、または特定の部に対して種別の異なる水防非常配

備態勢を発令することができる。  

 （水防非常配備態勢に基づく措置）  

 第１１条 本部員は、災害対応に係る要領をあらかじめ定め、所属職員に対し周知徹底

させておかなければならない。  

 ２ 本部員は水防非常配備態勢の指令を受けたときは、前項の規定に基づき所属職員に

対し必要な指示をしなければならない。  

 （職員の配置）  

 第１２条 本部員は、部の分掌事務を遂行するため、別表１、２及び３に定める配備態

勢において職員を適切に配置しなければならない。  

  ２ 本部員は、あらかじめユニット参集職員を編成し、所属職員に周知しておかなけれ

ばならない。  

 ３ 本部員は、水防警戒配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応ずる次

の措置をとらなければならない。 

  ( 1 ) 職員を所定の部署に配置すること。  

  ( 2 ) 府中市地域防災計画（以下「防災計画」という。）等に定める部のとるべき措置

を周知徹底させること。 

  ( 3 ) その他、高次の配備態勢に応ずる職員の配置のための措置を講ずること。  

 （職員の服務）  

 第１３条 すべて本部の職員は、本部が設置された場合は次の事項を遵守しなければな

らない。 

  ( 1 ) 災害に関する情報の収集及び本部の指示  

  ( 2 ) 不急の行事、会議、出張等の中止  

  ( 3 ) 正規の勤務時間外対応についての上司の指示  

 ２ すべての本部の職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え住民の誤解を招き、



資－51 

または本部の活動に支障をきたすことのないよう厳に注意しなければならない。  

 （本部連絡員の職務等）  

 第１４条 本部員は、本部と部の連絡、部相互間及び部内の連絡調整を推進するため、

部所属の課長の職にある者のうちから本部連絡員を指名しなければならない。  

 ２ 本部連絡員は、本部が設置されている間交替で勤務する。  

 ３ 本部連絡員は、その勤務を交替したときは直ちに総務管理部危機管理監に報告しな

ければならない。  

 （本部応援員の職務等） 

第１５条 本部応援員は災害対策本部の運営を円滑かつ迅速に遂行するため、本部運営

に必要となる情報収集・分析、広報及び庶務を行うものとする。  

 ２ 本部応援員は、本部が設置されている間交替で勤務する。  

３ 本部応援員は、その勤務を交替したときは直ちに総務管理部危機管理監に報告しな

ければならない。  

 （本部応援員の指名） 

第１６条 総務管理部危機管理監は、災害対策本部の運営を円滑かつ迅速に遂行するた

め、必要と認めたときは、政策経営部長と協議の上で政策経営部に所属する者のうち

から災害の状況に応じて、本部又は現地対策本部に本部応援員を指名し、招集するこ

とができる。  

（ユニット職員の職務等）  

第１７条 ユニット職員は、市民等の避難者の安全を守るため、自主避難所及び避難所

の開設、管理・運営を円滑かつ迅速に行うものとする。  

２ ユニット職員は、自主避難所及び避難所が開設されている間交代で勤務する。  

３ ユニット職員は、その勤務を交代したときは直ちに総務管理部危機管理監に報告し

なければならない。  

（ユニット職員の指名及び編成）  

第１８条 本部員は、自主避難所及び避難所の開設、管理・運営を円滑かつ迅速に行う

ため、あらかじめ所属職員をユニット集職員として指名し、班編成しておかなければ

ならない。 

２ 前項の班編成は原則として次のとおりとする。  

 ( 1 ) 班は各部ごとで構成する。  

 ( 2 ) 人数は一班四名とする。  

 ( 3 ) 係長以上の職にあるものを一名以上配置する。  

 ( 4 ) 女性職員を一名以上配置する。  

 ( 5 ) 第９条第１項第２号に規定されている初動班は除くものとする。  

( 6 ) 消防団員はユニット職員として指名することができる。ただし、分団長の職にあ

るものは除くこととする。  
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（報告事項）  

 第１９条 本部に報告する事項は、規則第２条に定めるもののほか、防災計画に定める

事項とする。  

 （発信事項の処理）  

 第２０条 総務管理部危機管理監は、本部長の指示のうち必要と認めた事項について、

本部長の確認を経て発信しなければならない。  

 ２ 本部連絡員は、前項の規定により伝達された発信事項を、部内の関係ある課に伝達

しなければならない。  

 ３ 政策経営部長は、発信事項のうち必要と認めたものを報道機関に発表しなければな

らない。 

 （受信事項の処理）  

 第２１条 総務管理部危機管理監は、関係機関からの受信事項を本部に報告するととも

に、本部連絡員等に連絡しなければならない。 

 ２ 本部連絡員は前項により連絡を受けた受信事項を、部内の関係各課に連絡しなけれ

ばならない。  

 （通信伝票）  

 第２２条 本部における発信事項及び受信事項の処理は、通信伝票によらなければなら

ない。 

 （災害対策の実施）  

 第２３条 本部の各機関が実施する災害対策はこの要領に定めるもののほか、防災計画

等に定めるところによる。  

 

 

    付 則 

  この要領は、令和元年６月１０日から施行する。  

  この要領は、令和２年９月２４日から施行する。  

  この要領は、令和４年８月９日から施行する。  

 

 



 

資
－
53 

別表１ 

台風 

種別 発令基準 
職員態勢 

平日（勤務時間内）  休日夜間 

水防警戒配備態勢  

□災害対策本部事前会議により、自主避難所を開設することが決定され、

その準備を開始するとき。  

□その他、災害対策本部長が必要と認めるとき。  

□本部員 

□本部連絡員  

□本部応援員  

□防災危機管理課職員  

□水防応急対策室関係課 

□ユニット職員  

□浸水想定区域外の避難所
に指定されている初動班
職員 

（平日の態勢に
準ずる） 

水防非常配備態勢  

□高齢者等避難を発令したとき（避難所の開設）  

□台風にかかる大規模な事故もしくは災害が発生したとき。  

□その他、災害対策本部長が必要と認めるとき。  

上記に加え  

□災害対策本部の設置  

（平日の態勢に
準ずる） 

応急復旧態勢  □被害に関する調査及び応急復旧の必要があるとき。  □全ての職員  
（平日の態勢に

準ずる） 
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別表２ 

大雨・洪水 

種別 発令基準 

職員態勢 

平日（勤務時間内）  休日夜間 

水防警戒配備態勢  

□災害対策本部事前会議により、自主避難所を開設することが決定され、
その準備を開始するとき。  

□その他、災害対策本部長が必要と認めるとき。  

□本部員 

□本部連絡員  

□本部応援員  

□防災危機管理課職員  

□水防応急対策室関係課 

□ユニット職員  

□浸水想定区域外の避難所
に指定されている初動班
職員 

（平日の態勢に
準ずる） 

水防非常配備態勢  

□高齢者等避難を発令したとき（避難所の開設）  

□多摩川の水位が氾濫注意水位・避難判断水位（石原 4.3ｍ）を越え、さ

らに水位の上昇が見込まれるとき。  

□市内の複数個所において、※１小規模な災害の予想されるとき、もし

くは発生したとき。  

□市内に記録的短時間雨量情報が発令されたとき。  

□市内に特別警報が発令された場合。  

□北多摩 1 号水再生センターの水門閉鎖の連絡があった場合。  

□多摩川の堤防に異常な漏水や亀裂等が発見された場合。  

□その他、災害対策本部長が必要と認めるとき。  

上記に加え  

□災害対策本部の設置  

（平日の態勢に
準ずる） 

応急復旧態勢  □被害に関する調査及び応急復旧の必要があるとき。  □全ての職員  
（平日の態勢に

準ずる） 

※１小規模な災害とは、道路冠水、地下・半地下浸水、下水の逆流、強風による倒木などをいう。  
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別表３ 

土砂災害 

種別 発令基準 
職員態勢 

平日（勤務時間内）  休日夜間 

水防警戒配備態勢  

□災害対策本部事前会議により、自主避難所を開設することが決定され、
その準備を開始するとき。  

□その他、災害対策本部長が必要と認めるとき。  

□本部員 

□本部連絡員  

□本部応援員  

□防災危機管理課職員  

□水防応急対策室関係課 

□ユニット職員  

□浸水想定区域外の避難所
に指定されている初動班
職員 

（平日の態勢に
準ずる） 

水防非常配備態勢  

□高齢者等避難を発令したとき（避難所の開設）  

□土砂災害が発生したとき。  

□土砂災害（警戒・特別警戒）区域及び急傾斜地の斜面から、水の吹き

出し、小石の落下や土の腐った臭気が確認された場合。  

□土砂災害（警戒・特別警戒）区域及び急傾斜地の上端や斜面上に亀裂

が確認された場合。  

□土砂災害（警戒・特別警戒）区域及び急傾斜地の一部が崩れている、

または。斜面上の樹木に倒木が確認された場合。  

□その他、災害対策本部長が必要と認めるとき。  

上記に加え  

□災害対策本部の設置  

（平日の態勢に
準ずる） 

応急復旧態勢  □被害に関する調査及び応急復旧の必要があるとき。  □全ての職員  
（平日の態勢に

準ずる） 
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資料１－９  府中市震災時特別非常配備態勢初動班に関する要領  

 

 

府中市震災時特別非常配備態勢初動

班に関する要領  

 

（趣旨）  

第１  この要領は、市内において震度５弱以上の地震が発生したとき、または水

害等の災害が発生し避難所の開設が必要となったときに、指定された避難所

へ出動し、市内の被害状況等の情報連絡及び避難所の開設・運営の準備活動

等を行う初動班について必要な事項を定めるものとする。  

 

（組織）  

第２  初動班は、第三非常配備態勢職員の中から指名し、１班４人をもって組織

する。  

２  初動班の統括者は、総務管理部危機管理監をもってこれに充て、初動班を指

揮監督する。  

３  総務管理部危機管理監に事故があるときは、総務管理部危機管理監があらか

じめ指名した職員が初動班の統括を行う。  

 

（任免）  

第３  市長は、市内又は近隣市に居住する職員のうちから初動班を任命する。  

２  市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する職員以外の職員のうちか

ら初動班を任命する。  

３  市長は、初動班の任命に際し、各初動班が担当する避難所及び確認施設を、

別表に定めるところにより指定する。  

４  初動班は、住所変更、人事異動、病気等により初動班として活動することが

困難になったときは、初動班に関する異動届に必要事項を記載し、所属長の確

認を得て、遅滞なく防災危機管理課長に届け出なければならない。  

 

（出動）  

第４  初動班は、市内において震度５弱以上の地震が発生したときは、速やかに

指定された避難所に出動しなければならない。  
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２  初動班は、市内において水害等の災害が発生し避難所の開設が必要となった

ときには、速やかに指定された避難所に出動しなければならない。  

３  初動班は、特別の事情により出動できないときは、速やかに災害対策本部（災

害対策本部が設置されていない場合は防災危機管理課）に連絡しなければなら

ない。  

（業務）  

第５  初動班は、指定された避難所に出動し、発災初期の市民援護の実施に当た

り、次の各号に定める業務を行う。  

 ( 1 ) 出動途上の被災状況を把握し、速やかに災害対策本部（災害対策本部が設

置されていない場合は防災危機管理課）へ報告すること。  

 ( 2 ) 避難所開設にむけた準備を行うこと。  

 ( 3 ) 避難所開設時及び避難所が開設された後、新たな職員等が派遣されるまで

の間、総務管理部危機管理監の指示のもとに避難所の運営・管理を行うこと。  

 ( 4 ) 避難者への支援に関すること。   

 ( 5 ) 火災等が避難所へ迫ってきた場合における避難者の広域避難場所への誘

導に関すること。  

 

付  則  

 この要領は、平成８年２月２０日から施行する。  

付  則  

 この要領は、平成１０年４月１日から施行する。  

付  則  

 この要領は、平成１８年９月１日から施行する。  

付  則  

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

   付  則  

 この要領は、平成２５年４月１６日から施行し、この要領による改正後の「府

中市震災時特別非常配備態勢初動班に関する要領」の規定は、平成２５年４月１

日から適用する。  

   付  則  

 この要領は、平成２７年８月２６日から施行し、この要領による改正後の「府

中市震災時特別非常配備態勢初動班に関する要領」の規定は、平成２７年４月１

日から適用する。  
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   付  則  

 この要領は、平成３０年７月２３日から施行する。  

   付  則  

 この要領は、令和５年１月５日から施行する。  
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別表  

避難所及び確認施設  

避難所  確  認  施  設  

府中第一小学校  
市民球場、市民陸上競技場、都立農業高校及び甲州街道歩道橋（寿

橋）  

府 中 第 二 小 学 校  
ルミエール府中、府中二小前歩道橋及び甲州街道歩道橋 (緑町１丁

目 ) 

府 中 第 三 小 学 校  いきいきプラザ、分倍こ線人道橋及び１号橋  

府 中 第 四 小 学 校  白糸台文化センター  

府 中 第 五 小 学 校  西府文化センター、甲州街道歩道橋（本宿交番前）  

府 中 第 六 小 学 校  六小前歩道橋  

府 中 第 七 小 学 校   

府 中 第 八 小 学 校  是政文化センター及び日吉体育館  

府 中 第 九 小 学 校  府中九小前歩道橋、府中刑務所、武蔵野線高架橋  

府 中 第 十 小 学 校  紅葉丘文化センター  

武 蔵 台 小 学 校  武蔵台文化センター  

住 吉 小 学 校  住吉文化センター、関戸橋架橋、中河原駅及び歩道橋  

新 町 小 学 校  新町文化センター及び栄町体育館  

本 宿 小 学 校  本宿体育館  

白 糸 台 小 学 校   

矢 崎 小 学 校  中央高速道路高架橋  

若 松 小 学 校   

小 柳 小 学 校  鶴代橋架橋  

南 白 糸 台 小 学 校  押立文化センター  

四 谷 小 学 校  四谷橋架橋  

南 町 小 学 校  中央高速道路高架橋  

日 新 小 学 校  四谷文化センター及び四谷体育館  

府 中 第 一 中 学 校  中央文化センター  

府 中 第 二 中 学 校  
白糸台体育館、甲州街道歩道橋（白糸台出張所前）及び紅葉丘歩道

橋  

府 中 第 三 中 学 校  いきいきプラザ  

府 中 第 四 中 学 校  片町文化センター、美好町２丁目歩道橋及び美好町１丁目歩道橋  

府 中 第 五 中 学 校   

府 中 第 六 中 学 校  押立体育館  

府 中 第 七 中 学 校  武蔵台文化センター  

府 中 第 八 中 学 校  四谷橋架橋  

府 中 第 九 中 学 校   

府 中 第 十 中 学 校  甲州街道西府橋  

浅 間 中 学 校  生涯学習センター、甲州街道歩道橋（緑町３丁目）  

総 合 体 育 館  是政橋架橋  

※指定避難所が近接していない歩道橋  

北府中駅前歩道橋、慈秀病院前歩道橋（白糸台３丁目）  
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資料１－１０  災害報告取扱要領  

 

 
災害報告取扱要領  

 

 

昭 和  4 5  年  

4 月  1 0  日消

防防第  246 号

消防庁長官 

 

昭和 58 年 12 月消防総第 833 号・消防災第 279 号・消

防救第 58 号、昭和 59 年 10 月消防災第 267 号、平成 6 年 

12 月消防災第 278 号、平成 8 年 4 月消防災第 59 号、平

成 13 年 6 月消防災第 101 号・消防情第  91 号、平成 31 

年 4 月消防応第 28 号、令和 3 年 5 月消防応第 29 号、令和 

5 年 5 月消防応第 55 号 

 

第１総則  

１ 趣旨 

この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 40 条の規定に基づき

消防庁長官が求める報告のうち災害に関する報告についてその形式及び方

法を定めるものとする。 

なお、災害即報については、火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付

消防災第 267 号）の定めるところによるものとする。  

 

2 災害の定義 

「災害」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地

震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な事故のうち火

災（火災報告取扱要領  

（平成６年４月 21 日付消防災第 100 号）に定める火災をいう。）を除いたものと

する。 

改

正 
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3 被害状況等の報告 

市町村は、把握した被害状況等について必要な事項を都道府県に報告し、都道府県

は、市町村からの報告及び自らの情報収集等により把握した被害状況等を整

理して、必要な事項を消防庁長官に報告するものとする。  

なお、各都道府県は、被害状況の把握にあたって当該都道府県の警察本部

等関係機関と密接な連絡を保つものとする。  

 

4 報告すべき災害 

この要領に基づき報告すべき災害は、おおむね次のとおりとする。  

(2)災害救助法の適用基準に合致するもの 

(3)都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの  

(4)災害が当初は軽微であっても、２都道府県以上にまたがるもので、一

の都道府県における被害は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災

害で大きな被害を生じているもの  

(5)災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの 

(6)災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告する必要が

あると認められるもの  

 

5 報告の種類、期日等 

(1)報告の種類、提出期限、様式及び提出部数は次の表のとおりとする。  

報告の種類 提 出 期 限 様 式 提出部数 

災害確定報告 応急対策を終了した後20日以内 第1号様式 1部 

災害中間年報 12月20日 第2号様式 1部 

災害年報 4月30日 第3号様式 1部 

(2)災害中間年報は、毎年 1 月 1 日から 12 月 10 日までの災害による被害の状況

について、 12 月 10 日現在で明らかになったものを報告するものとする。 

(3)災害年報は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの災害による被害の状況につい

て、翌年 4 月 1 日現在で明らかになったものを報告するものとする。 
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第 2 記入要領  

第１号様式、第２号様式及び第３号様式の記入要領は、次に定めるところ

によるものとする。  

 

1 人的被害 

(1)「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確

認できないが、死亡したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」

とは、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担によ

る疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律

第 82 号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの（実際に

は災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在

が不明なものは除く。）とする。 

(2)「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑い

のある者とする。 

(3)「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必

要のある者のうち１月以上の治療を要する見込みのものとする。 

(4)「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必

要のある者のうち１月未満で治療できる見込みのものとする。  

 

2 住家被害 

(1)「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住

家であるかどうかを問わない。 

(2)「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわ

ち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損

壊」と は、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じること

により、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。

以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの

で、具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分の床面積がその住家の延

べ床面積の 70％以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素（ここで

いう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたもので

あって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達
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した程度のものとする。 

(3)「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、

すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度

のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の 20％以上 70％

未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のものとする。 

(4)「一部破損」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を

必要とする程度のものとする（床上浸水及び床下浸水に該当するものを除く）。

ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

(5)「床上浸水」とは、全壊及び半壊に該当しない場合において、住家の床より

上に浸水したもの及び土砂竹木のたい積により一時的に居住することができ

ないものとする。 

(6)「床下浸水」とは、全壊及び半壊に該当しない場合において、床上浸水にい

たらない程度に浸水したものとする。  

 

3 非住家被害 

(1)「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さない

ものとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家と

する。 

(2)「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共

の用に供する建物とする。 

(3)「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

(4)非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとす

る。 

 

4 その他 

(1)「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、

耕作が不能になったものとする。 

(2)「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとす

る。 

(3)「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱

うものとする。 
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(4)「学校」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する

学校をいい、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校における教育

の用に供する施設とする。 

(5)「道路」とは、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定

する道路のうち、橋りょうを除いたものとする。  

(6)「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された

橋とする。 

(7)「河川」とは、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、若しく

は準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上

必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するため

に防護することを必要とする河岸とする。 

(8)「港湾」とは、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第２条第５項に規定

する水域施設、外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要

な臨港交通施設とする。 

(9)「砂防」とは、砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第１条に規定する砂防

施設、同法第３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は

同法第３条の２の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。  

(10)「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。  

(11)「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とす

る。 

(12)「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が

没し、航行不能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並び

に修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。  

(13)「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。  

(14)「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点に

おける戸数とする。 

(15)「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く

断水した時点における戸数とする。 

(16)「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている

戸数のうち最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

(17)「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。  
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(18)「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通

常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。  

(19)例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活

を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の

親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。  

(20)「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

 

5 火災発生 

火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであるこ

と。 

 

6 被害金額 

(1)「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。  

(2)「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定

措置に関する法律（昭和 25 年法律第 169 号）による補助対象となる施設

をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同

利用施設とする。 

(3)「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 

年法律第 97 号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、

河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

(4)「その他の公共施設」とは、公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木

施設以外の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の

公用又は公共の用に供する施設とする。 

(5)災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施

設及びその他の公共施設については、未査定額（被害見込額）を含んだ金

額を記入する。 

(6)「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公共土木

施設及びその他の公共施設の被害を受けた市町村とする。  

(7)「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニー

ルハウス、農作物等の被害とする。  

(8)「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、

苗木等の被害とする。 
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(9)「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、

畜舎等の被害とする。 

(10)「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、の

り、漁具、漁船等の被害とする。 

(11)「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、

生産機械器具等とする。  

 

7 備考 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消

防機関の活動状況その他について簡潔に記入するものとする。  
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第１号様式 災害確定報告 

都 道 府 県 
 

区 
  

分 被 害 

 
 

災害名 

• 

確定年月日 

 
 
 
 

月 日 時確定 

 
 
 
 
 
 

そ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他 

 
田 

流失・埋没 ha 
 

冠 水 ha 
 

 
畑 

流失・埋没 ha 
 

冠 水 ha 
 

報 告 者 名 
 

学 校 
箇 

所 

 

区 
    

分 被 害 病 院 
箇 

所 

 

人

的

被

害 

死 者 人 
 

道 路 
箇 

所 

 

 うち 

災害関連死

者 

人 
 

橋 り ょ  う 
箇 

所 

 

行方不明者 人 
 

河 川 
箇 

所 

 

負

傷

者 

重 傷 人 
 

港 湾 
箇 

所 

 

軽 傷 人 
 

砂 防 
箇 

所 

 

 
 

住 

 
 
 
 
 
 
家 

 
 
 
 
 
 
被 

 
 
 
 
 

 
害 

 
 
全 壊 

棟 
 

清 掃 施  設 
箇 

所 

 

世

帯 

 
鉄 道 不  通 

箇 

所 

 

人 
 

被 害 船  舶 隻 
 

 
 
半 壊 

棟 
 

水 道 戸 
 

世

帯 

 
電 話 

回 

線 

 

人 
 

電 気 戸 
 

 
 
一 部 破 損 

棟 
 

ガ ス 戸 
 

世

帯 

 
ブ ロ ッ ク 塀 等 

箇 

所 

 

人 
    

 
 
床 上 浸 水 

棟 
 

世

帯 

 

人 
 

 
 
床 下 浸 水 

棟 
 

り 災 世 帯 数 
世 

帯 

 

世

帯 

 
り 災 者 数 人 

 

人 
 

火

災

発

生 

建 物 件 
 

非

住

家 

公 共 建 物 棟 
 

危 険 物 件 
 

そ の 他 棟 
 

そ の 他 件 
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区 
 

分 被 害 
 

都

道

府

県

災

害 

 

対

策

本

部 

 
名 称 

 

公 立 文 教施 設 
千
円 

 

 

農 林 水 産 業 施 設 
千
円 

 

設 置 月 日 時 

公 共 土 木施 設 
千
円 

 

解 散 月 日 時 

そ の 他 の 公 共 施 設 
千
円 

  

災

害

対

策

本

部 

 

設

置

市

町

村

名 

 

小 計 
 千

円 

 

公共施設被害市町村数 
団
体 

 

 

 

そ 

 

 

 
の 

 

 

 

他 

農 産 被 害 
千
円 

 

林 産 被 害 
千
円 

 

計 団体 

畜 産 被 害 
千
円 

  

災

害

救

助 

法 

 

適

用

市

町

村

名 

 

水 産 被 害 
千
円 

 

商 工 被 害 
千
円 

 

   

計 団体 

そ の 他 
千
円 

 

消防職員出動延人数 人 
 

被 
 

害 総 額 
千
円 

 

消防団員出動延人数 人 
 

 

 

 
 

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考 

災害発生場所 

災害発生年月日 

災害の概況 

 
消防機関の活動状況 

 
その他（避難指示等の状況） 
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第 2 号様式 災害中間年報 

 

災害名 

発生年月日 

区分 

      

 

計 
     

 

 

人

的

被

害 

死 者 人       

 うち 
災害関連死

者 
人       

行方不明者 人       

負

傷 
者 

重 傷 人       

軽 傷 人       

 

 

住 

 

 

 

 

家 

 

 

 

 

被 

 

 

 

 

害 

全 壊 

棟       

世帯       

人       

半 壊 

棟       

世帯       

人       

一部破損  

棟       

世帯       

人       

床上浸水  

棟       

世帯       

人       

床下浸水  

棟       

世帯       

人       

 

非住家 
公共建物 棟       

そ の 他 棟       

り 災 世 帯 数 世帯       

り 災 者 数 人       

公 立 文 教 施 設 千円       

農林水産業施設 千円       

公共土木施設 千円       

その他の公共施設 千円       

そ の 他 被 害  千円       

被 害 総 額 千円       

都 道 府 県

災害対策本部 

設 置 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日  

解 散 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

災害対策本部設置市町村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

災害救助法適用市町村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

消防職員出動延人数 人       

消防団員出動延人数 人       
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第 3 号様式 災害年報  
都道府県名  

 

災害名 

発生年月日 
 

区分 

      

 

計 

     

 
人
的

被
害 

死  者 人       

 うち 
災害関連死者 人       

行方不明者 人       

負
傷
者 

重  傷 人       

軽  傷 人       

 

 

住 

 

 

 

家 

 

 

 

被 

 

 

 
 

害 

 
全 

  
壊 

棟       

世帯       

人       

 
半 

  
壊 

棟       

世帯       

人       

 
一 部 破 損  

棟       

世帯       

人       

 
床 上 浸 水  

棟       

世帯       

人       

 
床 下 浸 水  

棟       

世帯       

人       
 

非住家 
公共建物 棟       

そ の 他 棟       

 

 

そ 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

他 

 

田 
流失・埋没 ha       

冠 水 ha       
 

畑 
流失・埋没 ha       

冠 水 ha       

学  校 箇所       

病  院 箇所       

道  路 箇所       

橋 り ょ う  箇所       

河  川 箇所       

港  湾 箇所       

砂  防 箇所       

清 掃 施 設  箇所       

鉄 道 不 通  箇所       

被 害 船 舶  隻       

水  道 戸       



資－71 

 

発生年月

日区分  

 

災害

名  

      

 
計 

     

電 話 回線       

電 気 戸       

ガ ス 戸       

 

そ

の 

他 

ブロック塀等 箇所       

        

火

災

発

生 

建 物 件       

危 険 物 件       

そ の 他 件       

り 災 世 帯 数 世帯       

り 災 者 数 人       

公立文教施設 千円       

農林水産業施設 千円       

公共土木施設 千円       

その他の公共施設 千円       

小 計 千円       

 公共施設被害 

市町村数  

団体       

 
そ 

 

 

 

 
の 

 

 

 

 
他 

農 産 被 害  千円       

林 産 被 害  千円       

畜 産 被 害  千円       

水 産 被 害  千円       

商 工 被 害  千円       

        

そ の 他 千円       

被 害 総 額 千円       

都 道 府 県

災害対策本

部 

設 置 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日  

解 散 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 

災害対策本部設置市町村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

災害救助法適用市町村 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

消防職員出動延人数 人 人 人 人 人 人 

消防団員出動延人数 人 人 人 人 人 人 
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資料１－１１ 緊急通行車両等の確認事務処理要領 

 

 

緊急通行車両等の確認事務処理要領 
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資料１－１２ 緊急通行車両等の確認事務等の実施要領 

 

 

緊急通行車両等の確認事務等の実施要領 
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